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≪産前産後休業や育児休業等を取得しない場合≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　≪産前産後休業や育児休業等を取得する場合≫ 

 

 

 

 

 

 

業務従事期間（=返還猶予期間）

R8(2026)年 4 月 
免許取得・就業 R13(2031)年 3 月末

返還免除

休業期間 
（=返還猶予期間）

業務従事期間 
（=返還猶予期間）

業務従事期間　  
（=返還猶予期間） 

R8(2026)年 4 月 
免許取得・就業

R10(2028)年 4 月 
産休・育休に入る

R11(2029)年 4 月 
職場復帰

返還免除

R14(2032)年 3 月末

２年間 １年間 
※業務従事期間 
に含めない。

３年間 →通算で５年間従事

５年間従事


